
参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

川崎市特別職報酬等審議会の答申及び意見に基づき市長及び副市長の給料の

額の改定並びに地域手当及び退職手当の支給の割合の変更を行うため、この条

例を制定するものである。 

議案第  号 

 

川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

 

川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 

平成２９年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する

条例 

（川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（平成３年川崎市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「５８０，０００円」を「５６０，０００円」に改める。 

第４条中「１００分の１２」を「１００分の１６」に改める。 

（川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第２条 川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２１年

川崎市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「７５０，０００円」を「７２０，０００円」に改める。 

第４条中「１００分の１２」を「１００分の１６」に改める。 

第７条第１項中「１００分の３０」を「１００分の３１」に改める。 

（川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

議案第 ７ 号



第３条 川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成１６年川崎

市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「８３０，０００円」を「８００，０００円」に改める。 

第４条中「１００分の１２」を「１００分の１６」に改める。 

第７条第１項中「１００分の３０」を「１００分の３１」に改める。 

（川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第４条 川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成

２７年川崎市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「８１０，０００円」を「７８０，０００円」に改める。 

第４条中「１００分の１２」を「１００分の１６」に改める。 

第７条第１項中「１００分の３０」を「１００分の３１」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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川崎市特別職報酬等審議会の答申及び意見に基づく市長及び副市長の給料の

額の改定並びに地域手当及び退職手当の支給の割合の変更に伴い、常勤の監査

委員の給料の額の改定及び地域手当の支給の割合の変更を行い、並びに上下水

道事業管理者、病院事業管理者及び教育長の給料の額の改定並びに地域手当及

び退職手当の支給の割合の変更を行うため、この条例を制定するものである。 


